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１．古江台中学校って 

          どんな学校？ 

 

本校の教育目標・方針  

 

☆ 学校教育目標 
 

 

 

 

 

 
☆ めざす学校像（教育方針） 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 教育目標実践のための学校目標 
 

 

 

 

 

 

 

 

開校したのはいつですか?  

   
昭和４７年（１９７２年）です。開校前は古江台地区の人は青山台中学校に、津雲台地区の 

人は高野台中学校に通学していました。本校が開校したとき、２・３年生はそのまま青中、高 
中に残りました。従って第１回卒業式は昭和５０年（１９７５年）３月となりました。       
  最初の１年生は、入学後しばらくは現在のテニス・コ－トに建てられた仮設校舎での授業を
受けました。現在の校舎が完成し新校舎で授業が始まった日が 6月 26日。その日を創立記念
日としています。                           

                                                                                        

学校の敷地はどれくらいあるんですか? 

     
建物敷地と運動場を合わせて、約４３，７００㎡あります。これは甲子園球場のグラウンド

部分（１４，７００㎡）の約３つ分。吹田市内の小・中学校の中で、最も敷地の広い学校です。  

 

校章はどうやって決められたのですか?                                                

     
保護者の安田巌氏の考案によるものです。笹の葉をバックに 

中学校の中の字を浮き彫りにしています。千里丘陵の名物の竹と 
笹にちなみ、どんな逆境にも根強く、たくましく育ってほしいと 
の願いが込められています。                                      

 
 
 

１ 自主・自律の精神を養い、協力実践する生徒の育成 

２ 豊かな心を持ち、身体的・社会的に健康な生徒の育成 

３ 基礎的な学力を身につけ、勤労を尊び、創造性豊かな生徒の育成 

１ 生徒が学ぶ喜びを知り、「学校に行きたい」と瞳を輝かせる学校 

２ 保護者・地域から信頼され、ともに歩む学校 

３ 時代の変化に迅速に対応できる学校 

４ 教職員がお互いを尊重し、協力し合い、希望と誇りを持って働く学校 

１ 人権意識を持った豊かな人間関係の育成 

２ 基礎・基本の学力の定着と言語活動の充実 

３ 個に応じた指導の充実など、きめ細やかな指導の徹底 

４ 達成感を味わえ、自信を持たせる教育 

５ たくましく生きるための健康や体力を持った生徒の育成 
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校歌はどうやってできたのですか?                                                    

      昭和４７年（１９７２年）４月８日 校歌作成委員会を発足させ、同年６月７日､生徒､教 

  職員、保護者より作詞公募し、優秀作品から選ばれたのが松本 最氏の現校歌です。作曲に 

  ついては１年生原田隆子さんの作品が選ばれ、歌詞・作曲ともに選考委員会等で若干の修正 

  をしました。そのため、「古江台中学校制定」とし当選者名とはしませんでした。 

    昭和４７年（１９７２年）１１月２１日市民会館にて第一回文化祭の日に披露されました。  
 

特色ある取組はありますか? 

① こ小中連携を進めています 

   校区の２小学校（古江台小と津雲台小）及び認定こども園（はぎのきこども園）と連携し
た取り組みを進めています。小学校・中学校での授業研究や園児・児童・生徒理解のための
取り組み、夏季休業中と３学期の合同研修会を開催したりしています。こ小中の１５年間で
子どもたちにしっかりした学力・人間力を身につけてもらいたいという姿勢で取り組んでい
ます。 

② 地域交流室を設け、地域の高齢者との交流を進めています 

     校舎内に地域交流室を設けて地域の方々に来ていただき、「囲碁」を通した交流を進めて
います。単に囲碁の腕前を上げるだけでなく、経験豊かな地域の方々とふれあうことによっ
て、子どもたちに挨拶や礼儀などの「人間教育」をしていただいています。そうした成果が
現れて、平成１９年度小中学校囲碁団体戦大阪府大会で準優勝し、東京で開かれた全国大会
に出場を果たしました。 

③ 環境教育に取り組んでいます 

    ビオトープ（ドイツ語で Bioは「いのち」topは「場所」という意味。生態系が観察でき
る空間）が平成１６年度に生徒たちの手で作られました。総合的な学習の時間等で環境教育
に役立てています。また、ビオトープの水の循環のための電源を確保するために、地域やＰ
ＴＡの協力を得て、平成１７年度の末に太陽光発電の設備もできました。こうした取り組み
が評価されて平成１９年に「全国小中学校ビオトープ・コンクール」で銀賞を受賞しました。 

    また、平成２０年度から、温暖化への対応として「緑のカーテン」づくりに取り組みまし 
   た。１階からゴーヤ、２階ベランダから琉球アサガオという蔓植物を育てました。地域の方 
   に協力をしていただきながら取り組むことができました。 

④ ＩＣタグを使った登下校メール（ミマモルメ）を導入しています 

       ＩＣタグを持った生徒が正門、通用門を通過すると、保護者の携帯電話等にメールでお知 
   らせするシステムを導入しています。（希望者のみ・有料）また、学校からのお知らせは 
   このミマモルメ一斉メール（無料、通信費はかかります）を使用しています。登録をお願い

いたします。 

⑤ 春と秋に「オープンスクール」を開催しています 

      本校の日常のありのままの姿を見ていただくために、春と秋の２回「オープンスクール」 
   を実施しています（令和元年度は春１日間、秋１日間）。オープンスクール期間中は自由  
    に授業や校内の様子をご覧になれます。秋のオープンスクール期間中には、小学校６年生の 
     保護者にも参加していただいています。（令和２年度は新型コロナウイルス感染症防止の 

ため、実施していません） 

⑥ 活発なＰＴＡ活動が行われています   

      本校ではＰＴＡ活動が活発に行われています。体育祭などの学校行事の前日には、公募に
よる校内外の清掃活動も行っていただいています。ＰＴＡ新聞は年３回発行され、吹田市Ｐ
ＴＡ協議会の「ＰＴＡ新聞コンクール」で「優秀賞」 や「優良賞」を受賞するという栄誉
に輝いています。ＰＴＡのサークル活動も活発に行われています。 

⑦ 花いっぱい、緑豊かな学校です 

      古中の中庭などにはいつも季節の花が絶えることがあり 
ません。樹木や草花を育て維持する活動には、生徒達が感 
性豊かな心を持ち、健やかに育ってほしいという願いが込 
められています。 
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２．教育課程    

 

本校の教育課程 

 

 ①年間授業時数 
 

 国
語 

社
会 

数
学 

理
科 

音
楽 

美
術 

保
体 

技
家 

英
語 

道
徳 

総
合 

特
別 

活
動 

合
計 

１年 140 105 140 105 45 45 105 70 140 35 50 35 1015 

２年 140 105 105 140 35 35 105 70 140 35 70 35 1015 

３年 105 140 140 140 35 35 105 35 140 35 70 35 1015 

 

 
  ②全体構図    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 人権意識を持った豊かな人間関係の育成 

２ 基礎・基本の学力の定着と言語活動の充実 

３ 個に応じた指導の充実など、きめ細やかな指導の徹底 

４ 達成感を味わえ、自信を持たせる教育 

５ たくましく生きるための健康や体力を持った生徒の育成 

１ 一人ひとりを大切にした人権教育を推進し、落ち着いた学習環境をつくる 

２ 幼保小中一貫教育を積極的に展開し、１５年間の一貫性・継続性のある指導を行う 

３ 評価の工夫に努めることにより、指導の工夫・改善を行う 

４ 健康教育や保健指導の推進、部活動や体育的行事の充実により健康な心身づくりを 

行う 

５ 生徒の主体的な取組を重視し、自主的に行動できる生徒を育成する 

６ 地域の教育力を活用し、学校・地域及び社会の一員となる態度を養う 

７ 地域・保護者から信頼される学校づくりを進める 

個に応じたきめ細かい指導 

学習内容の精選 

基礎学力の強化 

生きる力の育成 よりよい人間関係 

Ａ 教科学習 Ｂ 総合的な学習 Ｃ 道徳・特活 

学校目標実現のための視点・留意点 

教育課程実践のための学校目標 
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 ③総合的な学習 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 １学年 ２学年 ３学年 

主

題 

「発見」 

福祉・環境 

「探索」 

職業・進路 

「表現」 

卒業に向けて 

観 

 

点 

◇情報の収集 

◇課題の発見 

◇他者に共感できる能力 

◇情報の活用 

◇多角的な思考や判断 

◇話す・聞くなどのコミュニ

ケーション能力 

◇情報の伝達 

◇意見の発表や表現 

◇自己選択・自己決定能力 

 
   ※ 上記に加えて、「人権」、「平和」、「文化・芸術」、「国際理解」の４つの領域を 

     ３年間の中で、組み込めるように各学年で検討します。                   
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   授業風景                   職業体験学習風景 

TOUCH THE MIND WATCH THE WORLD 

～触れ合おう みんなの心 見つめよう 世の中のこと～ 

１ 人、自然、地域との共生能力 

２ 情報活用能力 

３ 自己選択能力・自己決定能力 

４ 課題を発見し探求する力 

５ コミュニケーション能力 

自ら課題を設定し、追求・発表する中で自分の生き方を見つめ「生きる力」を培う 

総合アドバンス（総合発展講座） 

育成するスキル 

全体テーマ 

学年別テーマ 
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古中は学力向上の取組を進めています。 

 

   すべての子どもたちに確かな学力を保障すること・・・これがすべての子ども、そして 

  保護者のみなさまの願いだと思います。勉強が楽しいと思えてこそ、学校生活も楽しくな 

  るはずです。古中はそのような認識のもとに、平成１５年（２００３年）度から本格的に 

  学力向上に取り組んでいます。 

                                     

 平成１５年（2003年）度 ～ 平成１７年（2005年）度 

     吹田市教育委員会指定「少人数指導等指導方法の工夫改善」 （１年～３年次）  
      「授業の工夫・改善」「評価の改善」「指導と評価の一体化」をテーマに、「学習 
     環境づくりの１０の工夫」「わかる・できる授業の６つの工夫」はじめ、平成１７年 
     度には、大阪府教育委員会指定「確かな学力向上のための学校づくり」の指定も受け、 
     校区の小学校と連携しながら、学力向上の取組を進めることになりました。  

 

 平成１８年（2006年）度 

 大阪教育委員会「確かな学力向上のための学校づくり」 （２年次） 

      「国語力の向上」をめざして、小・中連携をとりながら、すべての教科・領域で取
り組みました。また、国語力は学力の基礎となるものであり、小中で「１００冊の本」
を選定して読書活動を推進したり、「古中ＡＢＣ運動」を校区に広げていきました。 

 

（注） 「古中ＡＢＣ運動」のＡＢＣとは 

    Ａ ・・・ AISATSU （あいさつをしよう！） 

    Ｂ ・・・  Bell    （ベル席をしよう！） 

        Ｃ ・・・ Clean  （美化に努めよう！） を表しています。 

 

 

 平成 19年（2007年）度                         

      小学校とともに読書に力をいれるために、古中ブロック「100 冊の本」を選定して 
     奨励しています。また、相互に授業を公開し「授業改善」の取組を行ったほか、吹田 
     市研究大会での発表や全国学力調査の共同分析、講演会の公開などの多彩に実践を行 
     いました。 

 

 平成 20年（2008年）度   

    ◇ 吹田市教育委員会から研究学校「小中一貫教育」の委嘱を受け、「基本的な生活習
慣の確立」と「学習の基礎基本の定着」を小中一貫教育の推進の中で取り組んできま
した。また、生徒理解・生徒指導においても幼稚園を加え、幼小中一貫した指導をめ
ざし、事務部門においては、学校経営面での効率化や簡素化をめざし取り組んできま
した。 ⇒ 取組の推進主体として古中ブロック推進委員会を設置 

    ◇ 大阪府「おおさか まなび舎」新規事業を古江台中学校 

      放課後学習室「まなび舎」事業として実施 平成２０年度～ 

       ・学習支援アドバイザー（ボランティア）を配置 

       ・月・火・水の放課後２時間程度実施  

       ・大阪府の学習ツールなど 

 

 平成２１年（2009年）度 

      「吹田市小中学校一貫教育」推進事業に係る中学校ブロック 

      小中一貫教育推進事業の実施 

       ・４校園の管理職、教育課程推進委員   ・事務連携部会各校１名 

       ・市教育委員会指導課指導主事      ・アドバイザー；関西大学黒上教授 

      従前の取組の継続に加え、道徳教育についての研究を推進 

 

 平成２４年（2012年）度 

      吹田市教育委員会から研究学校「言語力の育成に向けた授業づくり」の委嘱を受け、 
     すべての教科で授業づくりに取り組んでいました。 

 また、現在もわかりやすい授業づくりに取り組んでいます。 
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 ■ 古江台中学校ブロックのＡＢＣ運動 

 

  Ａ あいさつ （コミュニケーションの第一歩） 

  Ｂ ベル席  （時間を守る） 

  Ｃ クリーン  （学習できる環境づくり） 

 

 

  ■ 授業規律の教師の心構え９ヶ条 

      ①チャイム着席の指導       ②授業のはじめと終わりの「けじめ」をつける。 

      ③机の整理整頓の指導       ④名前を呼んだときの返事の励行 

      ⑤勝手に立ち歩かせない     ⑥意見があるときは手を挙げて発言させる 

      ⑦忘れ物をしない指導       ⑧正しい言葉遣いの指導 

      ⑨使用した物の後片付けの指導 

 

  ■ 古中ブロック「１００冊の本」の取組（中学校版 40冊） 

                              

 
書名 著者 

 
書名 著者 

1 西の魔女が死んだ 梨木香歩 21 君たちはどう生きるか 吉野源三郎 

2 のはらうた（シリーズ） 工藤直子 22 
ハムレット、ロミオとジュリ
エット、等 

シェイクスピ
ア 

3 茨木のり子詩集 茨木のり子 23 山月記、李陵、等 中島敦 

4 永遠の０ 百田尚樹 24 宝島 
Ｒ・Ｌ・ステ
ィーブンソン 

5 大地 
パール・バ
ック 

25 カモメに飛ぶことを教えた猫 
ルイス・セプ
ルベダ 

6 大地の子 山崎豊子 26 アルジャーノンに花束を 
ダニエル・キ
イス 

7 夏の庭 湯本香樹実 27 風が吹くとき 
レイモンド・
ブリッグズ 

8 人間失格 太宰治 28 夜のピクニック 恩田陸 

9 カラフル、リズム、DIVE!!等 森絵都 29 星座を見つけよう Ｈ．Ａ．レイ 

10 
坊ちゃん、三四郎、こころ、
我が輩は猫である、等 

夏目漱石 30 風が強く吹いている 三浦しをん 

11 サラダ記念日 俵万智 31 もしも月がなかったら 
ニール．Ｆ．
カミングズ 

12 十字架、君の友だち、等 重松清 32 数の悪魔 
エンツェンス
ベルガー 

13 杜子春、蜘蛛の糸、等 芥川龍之介 33 ぼくらはガリレオ 板倉聖宣 

14 モンテ・クリスト伯 
アレクサン

ドル・デュマ 
34 

14歳からの哲学、14歳の君へ、
等 

池田晶子 

15 
シャーロック・ホームズの 
冒険 

コナン・ド
イル 

35 潮騒 三島由紀夫 

16 下町ロケット 池井戸潤 36 容疑者Ｘの献身、放課後 東野圭吾 

17 少年Ｈ 妹尾河童 37 海辺のカフカ 村上春樹 

18 クリスマス・キャロル ディケンズ 38 にんげんだもの 相田みつを 

19 竜馬がゆく、項羽と劉邦、等 司馬遼太郎 39 父の詫び状 向田邦子 

20 十五少年漂流記 
ジュール・
ベルヌ 

40 星の王子さま 
サン・テグジ
ュペリ 
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３．学校生活   

生徒数・学級数（令和２年１１月１日 現在）  
 
 

 １年 ２年 ３年 支援学級 合計 

男 子 ６６ ８５ ６９ ２０ ２２０ 
女 子 ６８ ６２ ４６ ４ １７６ 
合 計 １３４ １４７ １１５ ２４ ３９６ 

学級数 ４ ４ ３ ５ １６ 

 

 

クラブ活動（令和２年度に活動しているクラブ） 

 

体育クラブ 
女子バレーボール部 男女バスケットボール部 水泳部 
男女ソフトテニス部 野球部 サッカー部 陸上競技部 

文化クラブ 家庭科部 吹奏楽部 美術部 写真部 

 

 

主な年間行事 （令和元年度の例） 
 

 

 学校行事 生徒会行事 保健関係 進路関係 

４月 

入学式 始業式 
離任式 
全国学力・学習状況調査（３年） 
実力テスト（２・３年） 

対面式 
一斉委員会 
クラブ紹介・入部 

身体測定 内科検診 
尿検査 心臓検診 

 

５月 修学旅行（３年）  生徒総会 
歯科検診 
眼科検診 
救急救命講習（２年） 

 

６月 

体育祭 オープンスクール 
評価説明会 ＰＴＡ総会 
校外学習（１・２年） 
府チャレンジテスト（３年） 
期末考査 

 耳鼻科検診 
歯科検診 

進路希望調査① 
進路説明会① 

７月 
学年懇談（２年） 
三者懇談（１・３年） 
終業式 

大掃除 水質検査 高校体験入学・見学 

８月 
始業式 
実力考査  

職員検診 
子どもの生活習慣病検診 高校体験入学・見学 

９月 教育実習 執行部会  高校説明会（ＰＴＡ） 

１０月 
古中学習発表会 
中間考査 
オープンスクール 

生徒会選挙 
一斉委員会 
生徒総会 
クラブ体験（６年） 

歯の保健指導（１年） 
照度検査 進路希望調査② 

１１月 

実力テスト（３年） 
校外学習（１年）職業体験（２年） 
避難訓練  
期末考査  

執行部会  
進路説明会② 
生徒懇談 

１２月 
三者懇談（１・３年） 
学年学級懇談 
人権講演会 終業式 

大掃除 薬物乱用防止教室（３年） 
進路希望調査③ 
個人懇談 

１月 
始業式 避難訓練 
府チャレンジテスト（１・２年） 
実力考査・学年末考査（３年） 

 室内空気調査 私立出願 

２月 
入学説明会（６年保護者対象） 
学年末考査（１・２年） 
ＰＴＡ総会 

  
入試（私立・公立特別選抜・高専等） 
進路希望調査④  
就職試験 個人懇談 

３月 
学年懇談（１・２年） 
卒業式 修了式 

大掃除 
生徒会選挙 

 入試（公立一般選抜） 



予 鈴 ８：２５ 予 鈴 ８：２５

本 鈴 ８：３０ 本 鈴 ８：３０

Ｓ Ｈ Ｒ ８：３０ 〜 ８：４０ Ｓ Ｈ Ｒ ８：３０ 〜 ８：４０

職員朝礼 ８：４０ 〜 ８：５０ 職員朝礼 ８：４０ 〜 ８：５０

１ 限 ８：５０ 〜 ９：４０ １ 限 ８：５０ 〜 ９：４０

２ 限 ９：５０ 〜 １０：４０ ２ 限 ９：５５ 〜 １０：４５

３ 限 １０：５０ 〜 １１：４０ ３ 限 １１：００ 〜 １１：５０

４ 限 １１：５０ 〜 １２：４０ 昼 休 １１：５０ 〜 １２：２５

昼 休 １２：４０ 〜 １３：２５ ４ 限 １２：３０ 〜 １３：２０

５ 限 １３：３０ 〜 １４：２０ ５ 限 １３：３５ 〜 １４：２５

６ 限 １４：３０ 〜 １５：２０ ６ 限 １４：３５ 〜 １５：２５

終礼清掃 １５：２０ 〜 終礼清掃 １５：２５ 〜

予 鈴 ８：２５

本 鈴 ８：３０

Ｓ Ｈ Ｒ ８：３０ 〜 ８：４０

職員朝礼 ８：４０ 〜 ８：５０

１ 限 ８：５０ 〜 ９：３５

２ 限 ９：４５ 〜 １０：３０

３ 限 １０：４０ 〜 １１：２５

４ 限 １１：３５ 〜 １２：２０

昼 休 １２：２０ 〜 １３：０５

５ 限 １３：０５ 〜 １３：５０

６ 限 １４：００ 〜 １４：４５

終礼清掃 １４：４５ 〜

8

校時表

 校時表①     ５０分授業  校時表②定期テスト午前３限・業間１５分授業

 校時表③     ４５分授業

 ■ 通常授業は校時表①の時間帯
   です。

 ■ 校時表②は、定期テスト等
   テストを実施する場合の時間
   帯です。

 ■ 校時表③は４５分授業の際の
   時間帯です。
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規則正しい学校生活を 

 

  学校生活を規則正しく、楽しく過ごすためには、いろいろ決まりがあります。くわしく
は、入学後に配付される「生徒手帳」にかいてあります。「生徒手帳」は生徒証にもなっ
ています。いつも携帯するようにしてください。 

    

（１）制服 

制服は指定のものとする 

制 

服 

上 

 白（半袖・長袖）カッターシャツ 
 学生服 
 白（半袖・長袖）ブラウス 
 ①前Ｖ型紺ベスト 
 ②紺スーツ（シングル３つボタン） 

※ ①・②を着用する場合は、赤ネクタイ
も着用する。 

制 

服 

下 

 学生ズボン 
（ベルト:黒・濃紺・茶・白） 

 スカート 
紺前後２つひだ 

 
（３）冬期防寒着（コ－トなど） 

無地を原則として、通学服に合う落ち着いた色や柄のものとする。部活動で指定さ

れたものも可とする。 

 

（４）靴   校舎内は上靴 
通学靴は運動靴（ひも靴） 

            体育館シュ－ズは学校指定のもの（上靴として使用しないこと） 

 

（５）カバン 

           特に指定はしない。学用品が入り、華美でないものが望ましい。 

 

（６）体操服（学校指定） 

           夏 期   半袖シャツ・ハ－フパンツ 

            冬 期     ジャ－ジ 

      

学習について                                                     

 教科の学習方法や使用するノートなどについては、入学後に教科担任の先生から指

導があります。        

 ワ－クブックや辞書類などは、入学後、教科の先生から説明を受けてから購入して

ください。 

 入学までは、小学校での勉強をよく復習して、中学校での学習に備えてください。 

保護者の皆様へお願い 

 

②  予鈴（8:25）までに登校させ、欠席・遅刻の時は保護者から担任にお届けください。 

 ② 昼食は 中学校給食 購買パン購入  弁当を持参 等のいずれかを選択できます。 

 ③ 自転車通学・バス通学は原則として禁止します。 

 ④ 定められた服装で登校させてください。 

 ⑤ アルバイトは学校の許可なしにさせないでください。 
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 ⑥ 学習上必要でないものは持たせないでください。 

             （遊び道具・雑誌・貴重品・余分な金銭等） 
 ⑦ 保護者からの希望があり、お子さんに携帯電話を学校に持たせたい場合は、指定用紙 
   （学校にあります）に必要事項を記入の上、担任へ提出頂くと携帯電話を学校に持た 
   せることは可能です。 
⑧ 自転車保険に必ず加入してください。（部活動で自転車を使用することがあります。） 

 
何かあったらまず担任に相談を 

 

学校は集団生活の場です。色々な個性をもった友だちや先生と過ごす中で、様々なことを

学習します。そして時には人間関係がうまくいかなかったり、トラブルにあったりすること

もあります。もし何か問題が起こったり、気になることがございましたら、遠慮なく担任に

連絡してください。電話や手紙など、どんな方法でも構いません。お気軽に相談してくださ

い。 
 ☆ 分からない点がございましたらお気軽にご相談ください 

お子様が、学校の様子を多く話すことはとても良いことです。学校のことを含めて、お子
様とたくさん対話してください。 
しかし、時には、お子様からの情報だけでは、十分に学校や教職員の意図するところが保

護者の皆様に伝わらないことがございます。また、そのことが学校不信につながることもあ
ります。そうなる前に、学校及び担当教諭に連絡をしていただくなど、早めにご相談くださ
い。ご家庭と学校とで連携してお子様の成長を支えていけるよう、よろしくお願いします。
分からないことがございましたら、速やかに対応させていただきますので、ご相談ください。 

                                                                                         

☆ 学校全体で支援しています  
 中学校では、教科ごとの担当の先生や養護教諭、クラブ顧問の先生やスクールカウンセラ
ーなど、担任の先生以外にも多くのスタッフでお子さまの成長を見守っています。中学校時
代のお子さまは、思春期まっただ中です。心の葛藤は小学校時代より大きく、担任だけでは
対応が難しい場合もあります。このような場合、様々なスタッフで、また必要に応じて関係
機関とも連携しながら、多様な対応をしています。 
保護者の皆様も担任をはじめ、本校の職員の誰かに相談してください。お子様の状況を見

ながら、学校全体で支援していきます。 
 
学校以外にもさまざまな相談窓口があります   

                                                                                       

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

吹田市立教育センター            吹田市出口町 2-1  ℡ 6388-1455 
       来所相談・電話相談 いじめのなやみ相談室 
      スクールセクシュアルハラスメント相談 
      出張教育相談 不登校児童・生徒支援事業 
 

   教育委員会 地域教育部 青少年室  （夢つながり未来館）      
        子ども若者総合相談センター 吹田市山田西４－２－４３  ℡ 6816-8531 
  

   大阪府吹田子ども家庭センター    吹田市出口町 19-3  ℡ 6389-3526 
     養護相談 心身障がい相談 非行相談 健全育成相談 その他の相談 
 

    大阪府教育センター              大阪市住吉区刈田４－１３－２３ 

    さわやかホットライン （保護者からの相談）   ℡ 06-6607-7362 

        すこやかホットライン （子どもからの相談）   ℡ 06-6607-7361 
 

一人で悩まずに色々な相談窓口で話してみませんか？ 良い解決方法が見つかるでしょう 
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子どもたちの健康のために（保健室から） 

 保健室では養護教諭がお子さまが心身共に健康な学校生活を送ることができるよう支援していき

ます。健康診断を行ったり、ケガをしたときや体調不良のときの応急処置などを行っています。また、

学校生活の中で困ったことがあるときには、相談できる場所でもあります。 

１． 緊急時の対応について 

学校では安全管理に注意を払っておりますが、不慮の事故でケガをする場合があります。 

また、活動中に体調不良になることも考えられます。その際には以下の対応をさせていただ

きます。 

連 絡      お子様の状況によって、保護者の方に連絡をさせていただく場合があ

ります。安全カードの連絡先欄には必ず連絡の取れる連絡先をご記入くだ

さい。 

ケガのとき    ケガの程度により、医療機関への受診を行う場合があります。かかり

つけ医がある場合には安全カードにご記入ください。 

体調不良のとき  高熱、嘔吐などにより授業を受けることが困難である場合、または他

の生徒への感染が考えられる場合には早退の措置をとらせていただきま

す。教室で授業を受けることが可能な状態であるときには、教科担任が経

過観察を行います。  

心身の状態から保健室での休養が必要であると認められる場合には、経

過観察を行います。その後、状態が回復したときには教室に復帰させます。

状態が回復しないときには 早退の措置をとらせていただきます。 

その他      保健室は応急処置を行う場所です。継続的な処置は医療行為となりま

すので行っておりません。また、内服薬については常備することはできま

せん。ご理解をよろしくおねがいします。 

２． 災害共済給付制度について 

    学校の管理下における生徒の災害（負傷、疾病など）については、独立行政法人日本スポー

ツ振興センターへの加入を行うことにより、災害給付を受けることができます。吹田市では

原則、全児童生徒が加入しています。 

 

３． その他 

お子様の心身の健康に関することでご相談がありましたら、学校までご連絡をお願いします。 

 

欠席・遅刻について 

欠席・遅刻のときには必ず学校に連絡をしてください。次の場合には欠席扱いにはなりません。 

（ア） 学校感染症にかかったとき 

学校において予防すべき感染症の種類 出席停止の期間の基準 

第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、  
南米出血熱、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱、  
急性灰白髄炎、ジフテリア、重症性呼吸器症候群、  
中東呼吸器症候群、特定鳥インフルエンザ、新型コロ
ナウイルス感染症 

治癒するまで 

第二種 インフルエンザ、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、  
風疹、水痘、咽頭結膜熱、結核、髄膜炎菌性髄膜炎 

感染症ごとに個別に定められた期間 

第三種 腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、コレラ、
細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、急性出血性結膜
炎、その他の感染症 

医師において感染のおそれがないと

認められるまで 
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 （イ）臨時休業のとき 

     感染症予防上必要があるときに行います。（４日程度） 

 （ウ）親族の忌引きのとき 

     父母…１０日以内          祖父母、兄弟姉妹…５日以内 

     曾祖父母、伯叔父母…３日以内    従兄弟姉妹…１日以内 

     ＊遠隔地に行く必要のある場合は、往復日数をこれに加算することができます。 

 

 
災害時の対応                                                                                                                                                             

                    
台風の時 

吹田市または吹田市を含む北大阪に 

暴風警報または大雨特別警報が発令されているとき                       

                                                                                        

  Ⅰ 午前７時現在で発令されているときは、登校せず家で待機します。  

  Ⅱ 午前９時までに解除されているとき（午前９時解除も含む）は、 

授業がありますので、安全に気をつけて、登校します。 

Ⅲ 午前９時現在で解除されていないときは、学校は臨時休校となります。   
  Ⅳ 生徒が登校した後に暴風警報が発令されたときは、安全が確保されるまで学校で待機 

      しますが、校長の判断で早めに帰宅させることもあります。                          
      当日の天気予報にご注意いただき、各家庭で事前に相談しておいてください。        
      

 
 
 
地震の時 

吹田市で 

震度５弱以上の地震が起きたとき 

 
  １ 生徒の登校前に起こったとき、学校は臨時休校になります。                      
  ２ 登校の途中に地震が起こったとき、建物のそばなど危険な場所をさけ安全な場所に 

   一時避難した後、原則として登校し運動場に集合します。                                
３ 登校後（授業中など）に地震が起こったとき、余震に配慮し、運動場に避難します。 

 

         原則、生徒は保護者の方に迎えに来ていただいて下校します。                               
ここで言う保護者とは保護者に代わる人も含みます。近所の友達の保護者に連れ 

      て帰ってもらう等も構いません。非常時にどうするかは普段から考えておいてく 

           ださい。迎えに来られるまで下校させずに原則として学校にいることになります。 

            
  ４ 下校時に地震が起こったとき、危険な場所をさけ安全な場所に一時避難した後、安全に 

   気をつけて家に帰ります。                                                 
 

 

大雨・洪水警報が発令されただけでは休校になりません。 

安全に気をつけて登校してください。 

地震災害時は、電話がつながらないことが予想されます。 

情報は校門に掲示して伝達します。 

なお、吹田市に災害対策本部が設置されます 
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いじめ防止基本方針 

吹田市立古江台中学校 

令和２年４月１日 

                                    (２０２０年) 

（目的） 

第１ いじめは、「どの子どもにも、どの学校でも起こりうる」可能性があり、いじめを受けた生徒の心

身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険

を生じさせる恐れがある。以下、「いじめを絶対に許さない」学校を構築するため、「いじめの防止」

「早期発見」「いじめに対する措置」等に関する基本方針を定める。 

 

（いじめの防止） 

第２ いじめを未然に防ぐため、次にあげる事項に努める。 

１ 生徒一人ひとりの尊厳が守られ、いじめに向かわせないための未然防止に、すべての教職員が取り

組む。 

（１）日常的に生徒の行動の様子を把握する。 

（２）欠席日数や部活動の参加状況等を注視し、情報を共有する。 

（３）「いじめ防止対策委員会」の機能性を高める。 

（組織は、管理職・首席・生徒指導主事・各学年担当者・養護教諭・心理〔スクールカウンセ

ラー〕福祉〔スクールソーシャルワーカー〕の専門的知識を有する者・その他の関係者により

構成する） 

（４）いじめの防止等に関する年間計画を策定する。（別紙１） 

（５）計画的に校内研修を行う。 

（６）年間計画を策定・改訂する際、ＰＴＡ・学校評議員に意見を求める。 

 

２ いじめについての共通理解を図り、生徒がいじめに向かわない態度・能力を育成するとともに、い

じめが生まれる背景を把握し、自己有用感や自己肯定感を育み、生徒自らがいじめについて学ぶ取組

を進める。 

（１）教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育を充実する。 

（２）読書活動や体験活動等を推進し、幅広い社会体験や生活体験の機会を設ける。 

（３）言語活動を充実させ、生徒のコミュニケーション能力を向上する。 

（４）生徒会活動を活性化し、生徒自らが「いじめ撲滅」に取り組む姿勢を育む。 

（５）ともに学び、ともに育つ教育環境づくりを進める。 

（６）インターネット等で行われるいじめを防止し、効果的に対処することができるよう、生徒への情

報モラル教育および保護者への啓発活動を進める。 

 

（早期発見） 

第３ いじめを早期に発見するため、次にあげる事項に努める。 

１ 生徒が示す小さな変化や危険信号を見逃さないよう、積極的にいじめを認知するためのアンテナを

高く保ち、早い段階から複数の教職員で的確に関わるとともに、暴力を伴わないいじめや、潜在化し

やすいグループ内のいじめなどにも注意深く対応する。 

（１）日常の生徒相互の人間関係を把握し、小さな兆候も教職員間で共有する。 

（２）学校生活アンケートを学期に１回実施する。 

（３）教育相談日（毎週火曜日）を生徒・保護者に周知を図り、相談しやすい環境を整備し、いじめの

当事者（含む保護者）やいじめ周辺者（含む保護者）からの情報の収集に努める。また、大阪府

電話相談窓口等、各種の教育相談機関の周知を図り、教育相談体制の充実に努める。 
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（いじめに対する措置） 

第４ いじめを発見・通報した場合は、次にあげる事項に努める。 

１ 発見・通報を受けた場合は、特定の教職員で抱え込まず、速やかに学年所属教職員または、生徒指

導部で対応するとともに、「いじめ防止対策委員会」に報告・相談する。また、被害生徒を守り、加害

生徒の社会性の向上や人格の成長に主眼を置いた指導をする。 

（１）いじめと疑われる行為を発見した場合は、その行為を制止し、相談や訴えがあった場合は、被害

生徒および相談者の安全を確保しながら、事態の把握に努める。 

（２）事態の軽重に関わらず、できる限り早急に、保護者へ事実関係を伝える。 

（３）被害生徒に寄り添い、支援する体制づくりを行い、必要に応じて加害生徒を別室指導や出席停止

とする。 

（４）好ましい集団活動を取り戻し、新たな活動を踏み出すために、必要に応じて警察等関係諸機関の

協力を得る。 

（５）いじめを見ていた生徒に対しても、自分の問題としてとらえるよう指導する。 

（６）いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められる場合には、市教育委員会と連携し、

また警察署と相談して対処する。生徒に重大な被害が生じる恐れがある時は、直ちに警察署に通

報し、適切に援助を求める。 

（７）「組織的な対応の流れ」を策定し、早期解決に努める。（別紙２） 

 

２ 重大事態が発生した場合は、調査チームが初動調査から実態の把握・分析等を一括して行うととも

に、市教育委員会に報告し、事態の早期解決に努める。 

（１）いじめにより被害生徒に重大な被害が生じた疑いがある場合や、いじめにより欠席を余儀なくさ

れている疑いがある場合等は、調査チームによる調査を行い、事態の早期解決に取り組む。 

（２）調査チームは、被害・加害生徒からの聴き取りや質問紙によるアンケート調査の実施等を速やか

に行い、その調査結果を被害生徒およびその保護者に対して報告する。そして、改めて、要望や

意見を十分に聴取する。 

（３）必要に応じて、被害生徒およびその保護者の所見を添え、市教育委員会に報告する。 

 

（その他） 

第５ この基本方針は、取組の進行状況の確認や、課題解決に至っていないケースの検証等、学期ごと

に検討を行い、生徒の実態に応じて計画を見直す。 
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４．納入金について （保護者に負担していただくお金） 

 

  ☆教育活動に関する経費のうち、保護者の皆様にご負担をお願いする積立金や教材費等の学校
納入金は、本校の指定する銀行にて「口座振替」により納入していただいています。 

 

 指定銀行及び振替日 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

納入金の内訳（令和２年度 1 年生） 
① 教材費              ２０，６４７円 

② 日本スポーツ振興センター        ４６０円 

③ 人権・道徳・総合 費        ４，５００円 

④ 視聴覚費              ３，３００円 

⑤ 校外学習費             ４，０００円 

⑥ 入学記念写真              ４００円 

⑦ 校章・組章・名札・安全ピン       ７８０円 

⑧ 学年費（成績カードなど）      １，０００円 

⑨ 修学旅行積立金          ３０，０００円 

⑩ ＰＴＡ会費（２会員月額４４０円）  ５，２８０円 

⑪ 生徒会費              １，５００円 

⑫ 予備費                  １３円 

 

合計 ７１，８８０円（年額） 
                                                                        

  ☆年額７１，８８０円を１０回に分け、１回あたり７,１８０円を口座振替させていただきます。 
９月・１０月・１１月・１２月は１か月分、４月５月、６月７月、１月２月は２ヵ月分をま
とめて口座振替します。ＰＴＡ会費の端数処理のため、６月引き落としのみ、２会員８０円
加算されます。※引き落とし手数料として、１件あたり１０円かかります 

 

    徴収月日   徴収金額 

  ４  月分 
    ６月３日   １４，４５０円 

  ５  月分 

  ６  月分 
    ７月２日   １４，３７０円 

  ７  月分 

  ９  月分     ９月２日     ７，１９０円 

 １０ 月分   １０月２日     ７，１９０円 

 １１ 月分   １１月５日     ７，１９０円 

 １２ 月分   １２月２日     ７，１９０円 

  １  月分 
    １月６日   １４，３７０円 

  ２  月分 

指定銀行 振替期間 振替日 摘　要

　　　　　　　北千里支店

　　　         （6872-0771)

 池田泉州銀行

　　　　　　　南千里支店

                (6871-0281)

６月から

　翌年１月

毎月２日

（８月を除く）

休業日の場合は

     翌営業日
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口座振替の手続き（できるだけお早めにお願いします） 
  

① Ｐ１６の指定銀行で口座を開設してください。 
（すでに指定銀行に口座をお持ちの方は、その口座をご利用ください。） 

 
②「預金口座振替依頼書」に必要事項を記入・押印の上、銀行窓口へ提出し、口座の確認

を受けてください。（確認が終われば返却されます。） 
  ご記入にあたっては、次頁の記入例を参考にしてください。 
 
② 返却された「預金口座振替依頼書」（金融機関控）(学校控)は、入学説明会時に必ず

ご提出ください。 
 

※提出期限等は、必ずお守りください。手続きが遅れると初回の振替が困難になります。 
なお、入学説明会に不参加等の場合は、入学式までに中学校へご持参いただきますよう 
お願いいたします。 
  
 
④ 池田泉州銀行の場所は、下記地図でお確かめください。 
 
⑤「ＰＴＡ会費整理票」は、黒線枠にある必要事項をご記入の上、入学式当日必ず提出し 

てください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

＜振替手数料について＞ （令和元年９月より） 

 池田泉州銀行のシステムの変更に伴い、令和元年９月分の口座振替より振替１件につき１０円
の手数料をご負担いただくことになりました。ご理解・ご了承くださいますようよろしくお願い
いたします。 

 

 

  

北千里支店 南千里支店 
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【記入例】 

 

吹田市立古江台中学校 

古江 太郎 

フ ル エ  タ ロ ウ 

古
江 

古江 花子  
フ ル エ   ハ ナ コ 

北千里  １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

お子さまおひとりに１枚必要です。 

(注) 

生徒番号は記入しないでください。 (注) 

銀行手続き後、「金融機関控」「学校控」の２部を提出してください。 

北 千 里 

(注) 

(注) 

(注) 記入例 
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５．転出について  

 

転出手続き 
 

    校区外に転居する場合は、転校（転出）の手続きが必要です。転居が決まったら（予定
でも）できるだけ早く学校へ連絡してください。転校に必要な書類の作成や、教材費等の
精算を行います。 

    校区内で転居する（した）場合は、新しい住所などを担任に連絡してください。 

 

 

  転出手続きの流れ 
      

①市役所市民課または出張所で転出届けを出します。（市内転居の場合は転居届） 

        吹田市外は転居予定日の約２週間前から受付 

        吹田市内の場合は転居後 14日以内に届け出 

      
②窓口で発行された「転学(出)通知書（赤色で印刷）」を本校へ提出します。 

         市内転居の場合は「転学(出)通知書（赤色で印刷）」「転入学通知書（黒色で印刷）」
の２種類発行されますのでご注意ください。 

     
③本校から「在学証明書」「教科用図書給与証明書」を発行します。 

      
④転出先の市役所等で転入届を出します。（市外転居のみ） 

         窓口の案内に従って手続きします。 

      
⑤転出先の学校に「在学証明書」「教科用図書給与証明書」「転入学通知書」を提出し、転
入の手続きをします。 

 

 
  指定校変更・区域外就学 
 

    学期途中での転居や、自宅の建て替え工事で校区外に仮住まいする場合など、事情によ
り指定校変更や区域外就学が認められることがあります。 

 
 

６．学生割引証の発行について  

 

   ＪＲ鉄道利用距離が 100㎞以上の旅行の場合に、運賃が２割引きになる制度です。 

   学生割引証（学割証）が必要な場合、生徒手帳にある「学割発行願」に必要事項を記入の

上、学級担任に提出してください。 

   本校ホームページにも「学割発行願」を掲載していますので、ご活用ください。 
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７．就 学 援 助 費 制 度 に つ い て 

吹田市では、経済的理由により就学が妨げられることのないよう、市立小中学校に在籍する児

童生徒の保護者に対し、学校で必要な学用品費、校外活動費等の援助を行っています。 

所得制限があります。また、生活保護世帯は対象になりません。 

   詳しくは２～３月に配布する「令和３年度（２０２１年度）就学援助費 申請のしおり」をご覧ください。 

申請一斉受付  ＊窓口受付： 令和３年４月１日（木）～５月２５日（火） 

場所： 吹田市教育委員会 学務課（市役所本庁舎 低層棟３階 312番窓口） 

受付時間：（月曜日から金曜日） 午前９時～午後５時３０分 

（土曜日） ４月３日、１０日、１７日、２４日 午前９時～正午 

＊日曜・祝休日・５月の土曜日は窓口受付をしません。 

 ＊ 郵送受付： 令和３年４月１日（木）～５月２５日（火）消印 まで有効 

必ず、特定記録郵便 または、 簡易書留 でお送りください。 

宛先： 〒564-8550（宛先住所は記載不要） 吹田市教育委員会 学務課 就学援助担当 

○ 随時受付期間  

※  随時受付の場合は、申請を受付けた月からの月割支給（減額措置）となります。 

＊窓口受付：令和３年５月２６日（水）～令和４年３月３１日（木） 

受付時間：午前９時～午後５時３０分（土曜、日曜、祝休日ほか市役所閉庁日は除く。） 

＊郵送受付：令和３年５月２６日（水）～令和４年３月３１日（木）消印まで有効 

３月の申請は、できるだけ学年修了式までに申請してください。 

新入学児童生徒学用品費の入学前支給について 
  市立小中学校に入学を予定している児童生徒の保護者に対し、新入学学用品費を入学前の３月に

支給します。所得制限があります。また、生活保護世帯は対象になりません。 

● 小学校の新入学児の保護者は、入学説明会の案内等と一緒に配布される申請書を、２月末日 

までに学務課に提出してください。認定されれば３月中旬に指定口座に振り込みます。 

詳しくは申請書と一緒に配布される「申請のしおり」をご覧ください。 

● 中学校の新入学生徒学用品費については、小学校６年生時の就学援助費３月分に加算して支 

給します。 

 就学援助費認定者への医療券（医療費援助）交付について 
  就学援助費を申請され、認定となった世帯の児童生徒が、下記疾病の治療のため医療機関を受診

する場合、保険証・医療証と医療券を併用することにより医療費の援助を受けることができます。 

  受診される前に、学務課に電話等で連絡し、医療券の発行を受けてください。 

☆対象となる疾病（学校保健安全法施行令で定める疾病） 

トラコーマ、結膜炎＜アレルギー性は対象外。＞、白癬
はくせん

・疥癬
かいせん

  （白癬菌
はくせんきん

・疥癬菌
かいせんきん

による水虫）、 

膿痂疹
のうかしん

（とびひ）、中耳炎＜急性や慢性・滲出性
しんしゅつせい

を問わず使用できます。＞、慢性副鼻腔炎（ちく

のう症）＜急性副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎は対象外。＞、アデノイド、う歯
し

（むし歯：保険診療

の対象となる治療範囲）＜歯周病等の治療、歯磨き指導等の予防的処置は対象外。＞、寄生虫病＜

虫卵保有を含む＞    ※ これら以外の疾病では医療券の使用はできません。 

  詳しくは２～３月に配布する「令和３年度（２０２１年度）就学援助費 申請のしおり」をご覧ください。 

◆お問合せ先： 吹田市教育委員会 学務課 電話 ０６－６３８４－１２３１（代表）内線２８２３ 

             ０６－６３８４－２４５８（直通） 
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８．古中よくあるご質問（ＦＡＱ） 

 
１． 定期テスト 

 
Ｑ１ テストは年に何回ありますか？ 

定期テスト（１学期中間・期末、２学期中間・期末、学年末） 
３年生     実力テスト（８月、１０月か１１月、１月） 

       １・２年生    実力テスト（８月） 
今年度の場合、３年生で年間８回、１・２年生で年間６回になります。近年、このような回数で行
っていますが、時期も含め今後変更することもあります。 

Ｑ２ テストの日に昼食は必要ですか？ 

必要ありません。ただし、最終日はテスト終了後、部活動があります。すぐに部活動が始まる生徒
は昼食が必要となります。部活動の開始時刻に間に合う場合は、下校して昼食後再登校している生
徒もいます。また、生徒会や係の活動などで昼食が必要になる生徒もいます。 
※令和２年度はテストの最終日は昼食の後、授業を行いました。 
 

Ｑ３ テストの結果はどのように連絡がありますか？ 

採点終了後、生徒に答案用紙を返却しますのでご確認下さい。さらにテストごとに、テスト返却後
「学習の記録」をお渡しします。これには、テストを実施した教科ごとに、個人の得点と平均点を
記載しています。また、この「学習の記録」を保護者に見てていただいた証として保護者確認欄に
サインと押印をいただき、担任に提出していただいています。 

 
２．短縮授業期間 
 

１学期（７月中旬）や２学期（12月中旬）の懇談期間等で短縮授業（午前中授業）を行うことがあ
ります。 
※令和２年度は１，２年生は 1学期は希望制の個人懇談を行いました。また、２学期は昼食後５時
間目まで授業を行い、その後、懇談を行いました。 

 

Ｑ２ 短縮が４限目までの時、昼食は必要ですか？ 

通常の短縮の場合、昼食をとらずに４限終了後、終礼、掃除をして下校になります。したがって昼
食はいりません。ただし、そのあと部活動や生徒会活動があるため、昼食を持ってくる方がいい場
合もあります。 
※令和２年度は短縮期間でも昼食の後５時間まで授業を行いました。 
 

Ｑ３ 短縮授業期間中に部活動はありますか？ 

部活動はあります。ただし、事件事故や警報等の発令など臨時的な短縮の場合、部活動を中止する
場合もあります。 

 
３．部活動 
 

Ｑ１ 生徒は全員部活動に所属するのですか？ 

部活動の参加・所属は希望制です。また、複数の部には所属できません。 
 

Ｑ２ 部活動の活動時間は？ 

ふだんの日は、授業終了（掃除終了）から３月～１０月は１７：００、１１月～２月は１６：３０
までを活動時間としています。各部活動によって終了時間は多少異なります。届け出がある部活動
については、１月～１０月は１８：３０、１１月～１２月は１８：００を完全下校時刻としていま
す。 

Ｑ１ 短縮授業はいつ頃ありますか？ 
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Ｑ３ 夏休み、冬休みの活動時間は？ 

ふだんの登校時刻（８：３０）、下校時刻（１７：００）に準じて活動しています。この時間帯の中
で、部ごとに開始時刻・終了時刻を決めて活動しています。なお、部によっては、早朝の涼しい時
間帯に活動したり、試合などで遠方に出かけ、この時間帯より帰宅が遅くなることもありますが、
保護者には前もって顧問から連絡するようにしています。 

 
４．行事 
 

Ｑ1 「古中学習発表会」ってなんですか？ 

各学年の「総合的な学習の時間」の発表の場として、９月に古中学習発表会を実施しています。  
令和元年度は３年生の演劇、１、２年生の合唱コンクール、吹奏楽部、写真部の舞台発表、支援学
級の作品展示、１，２年生の学年展示、教科展示、美術部、家庭科部などの展示・発表などを行い
ました。 ※令和２年度は新型コロナウイルス感染症予防のため、実施していません。 
 

Ｑ２ 体育祭は保護者が参観することは可能ですか？ 

ご覧いただくことはできます。ただし、本校では体育祭に限らずすべての行事は授業の一環として
実施していますので、行事の進行や生徒の活動の妨げになるようなことのないよう、ご理解ご協力
をお願いします。また、来校される際には、保護者カードの着用などにご留意下さい。自動車の乗
り入れは禁止です。 

 
５．評価（成績） 
 

Ｑ１ 評価（成績）はどのようにつきますか？ 

１．通知票の、学期末及び学年末に記載する各教科の学習の記録の「評価・評定」は、それぞれの
教科の評価規準に基づく「到達度評価」とします。 

２．各教科の評価は、「観点別学習状況」について３段階評価（ＡＢＣ）とします。 
３．各教科の評定は、観点別評価に基づき５段階評定（１～５）とします。観点や評価規準につき
ましては、「古中学習だより」に掲載します。 

４．通知票の評価・評定は、１・２学期それぞれの学期、３学期は通年（１・２・３学期）で行い
ます。 

 

Ｑ２ テストの点はすべて（実力テストも）評価（成績）に反映されるのですか？ 

テストには、中間や期末などの定期テストと、実力テストがあります。ただ、どのテストも同等に
扱うか、定期テストを重視するかは、それぞれの教科で決めます。 

 

Ｑ３ テストの点数以外に評価の対象となるものはありますか？ 

あります。授業での小テスト（確認テスト、単元テスト、復習テスト）、宿題やプリントや作品など
の提出物、忘れ物や授業中の様子、実技教科では実技テスト、授業に関わるすべてが評価の対象と
なります。ただ、それぞれをどのような割合で評価に反映するかは、それぞれの教科や単元で異な
っています。毎年４月の通信などで、「評価規準」等を配付していますので、それも参考にして下さ
い。 

 
６．学校生活 
 

Ｑ１ 学校に忘れ物をした時、どのような服装で取りに行けばいいですか？ 

放課後や休みの日でも、制服で来て下さい。土日や夏休み中などに部活動で登校するときは、 
部のユニフォームや練習用の服装で登校することもできます。 
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総会（PTA 会員全員） 

               

 拡大学級委員会（学級委員） 

役員会 

会長・副会長（２名） 

書記・会計 

校長・教頭 

 

 

学年委員会（クラス数ｘ2 名） 

広報委員会（クラス数ｘ１名） 

役員推薦委員会（1,2 年計 8 名） 

津雲台地区委員会（クラス数ｘ１名） 教職員ＰＴＡ担当 

学年 

会計 

広報 

地区 

役員推薦 

会計監査（２名） 

2名 

古江台地区委員会（クラス数ｘ１名） 

学 年 

ね 年 委 員 

正・副委員長 

ね年委員 
広 報 

ね 年 委 員 

正・副委員長 

ね年委員 
津 雲 台 地 区 

ね 年 委 員 古 江 台 地 区 

ね 年 委 員 

正・副委員長 

ね年委員 正・副委員長 

ね年委員 

役 員 推 薦 

ね 年 委 員 

正・副委員長 

ね年委員 

運営委員会             

９．古江台中学校ＰＴＡについて 

 

ＰＴＡは、生徒の保護者と教職員で構成された会で、保護者と教職員が協力して子ども

たちの健やかな成長を願い、生活面や教育面で環境を整えるよう活動している団体です。 

 

古江台中学校 PTA 組織図 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各委員会は、主に次のような活動を行っています。 
 

学 年 委 員 

学級での会員の意見のとりまとめや、学年間の連絡、先生との

連絡をとるなど、ＰＴＡ活動の基礎となる委員会です。また生

徒及び会員相互の親睦と福利厚生をはかり、文化厚生の向上に

努めています。 

定例会 

卒業式準備、講演会・講習会・ 

社会見学の企画、高校説明会開催

など 

広 報 委 員 
会員に学校やＰＴＡ活動の情報を伝え、意見の交換などを行い

ます。新聞は他校にも送られ、情報交換に役立っています。 

定例会 

ＰＴＡ新聞発行 など 

地 区 委 員 
生徒の校内外の安全をはかり、地域との連携につとめ、快適な

学習環境作りに努めています。 

定例会 

校区パトロール実施 

地域行事の手伝い など 

役員推薦委員 次年度本部役員の選出を行います。 
定例会、 

推薦活動、地域行事の手伝いなど 

その他にも、「校内外清掃」「体育祭ＰＴＡ競技」「ＰＴＡ本部だより発行」「ネットコムフェスタ出店」などの、企画・活動を 

行っています。 
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吹田市立古江台中学校 PTA 規約 

 

第１章 名称及び事務所 
第1条 この会は吹田市立古江台中学校 PTA という｡ 

第2条 この会の事務所を吹田市立古江台中学校内に置く｡ 

 

第２章 目的及び活動 
第3条 この会は会員が協力して家庭､学校及び社会における

生徒の健全な成長をはかることを目的とする｡ 

第4条 この会は前条の目的をとげるために次の活動を行う｡ 

1． よい父母､よい教職員となるための学習をする｡ 

2． 生徒の生活指導と福祉の向上に協力する｡ 

3． 学校と協力し､教育環境の整備を図る｡ 

4． その他､目的を達成するために必要な活動を行

う｡ 

 

第３章 方針 
第5条 この会は教育を本旨とする民主団体として次の方針に

従う｡ 

1． 生徒の教育ならびに福祉のために活動する他団

体及び機関と協力する｡ただし､いずれも､その支

配､干渉を受けない｡ 

2． 特定の政党､宗教にかたよることなく､又､営利を

目的とする行為は行わない｡ 

3． 学校の教育方針､人事及び管理には干渉しない｡ 

 

第４章 会員 
第6条 この会の会員は次のとおりとする｡ 

1． 本校に在籍する生徒の保護者全員ﾄﾙ 

2． 本校の校長･教頭･教員及び主事 

第7条 この会への入会は次のように定める 

１． 本会への入会は任意とする。入会は所定の届出書

を提出すること。 

２． 転出・卒業等により会員資格を失う者は、自動的

に退会とし退会届出書の提出は不要とする。 

第8条 この会の会員は会費を納めるものとする｡会費は月額

１会員２２０円とする｡ 

第9条 会員はすべて平等の権利と義務を有する｡ 

 

第５章 経理 
第10条 この会の経費は､会費､寄付金その他でまかなう｡ 

第11条 この会の経費は総会において議決された予算に基づい

て支出される｡ 

第12条 この会の決算は､会計監査を経て総会に報告され､承認

を得なければならない｡ 

 

第13条 この会の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 

31 日に終わる｡ 

 

第６章 役員及び委員 
第14条 この会の役員は次のとおりとする｡ 

1． 会長  1 名 

2． 副会長 2 名 

3． 書記  2 名 (内 1 名は教職員) 

4． 会計  2 名 (内 1 名は教職員) 

ただし､役員は他の役員､会計監査､その他の委員を兼

ねる事ができない｡ 

第15条 役員は4月1日より就任し､任期は1年で､原則として

再任をしない｡ 

第16条 公選による公職者及びその立候補者は役員になること

ができない｡ 

第17条 役員の任務は次のとおりとする｡ 

1． 会長は会務を総理し､この会を代表する｡ 

2． 副会長は会長を補佐し､会長に事故あるときは､

その職務を代行する､ 

3． 書記は会の記録を作成し､その庶務を掌握する｡ 

4． 会計は会の経理事務にあたり､財産を管理する｡ 

第18条 この会の委員は次のとおりとする｡ 

1． 学級委員 （学年文化 2 名･地区 2 名･広報委員

1 名･役員推薦委員 1、2 年生計 8 名） 

2． 特別委員 

第19条 役員及び委員の選出､就任は細則で定める｡ 

 

第７章 会計監査 
第20条 この会の経理を監査するために 2 名の会計監査をお

く｡ 

第21条 会計監査は必要に応じ､随時､会の経理監査を行い､そ

の結果を運営委員会及び定期総会に報告する｡ 

第22条 任期は役員に準ずる｡ 

 

第８章 校長及び教職員 
第23条 校長及び教職員は学校運営並びに教育上､役員会､各種

委員会及び集会に出席して意見を述べることができ

る｡ 

 

第９章 機関 
第24条 この会を運営するため次の機関を置く｡ 

1． 総会 

2． 運営委員会 

3． 役員会 

4． 委員会 

5． 集会 
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第25条 総会は次のとおりとする｡ 

1． 総会は会員全員をもって構成され､この会の最高

議決機関である｡ 

2． 総会は定期総会または臨時総会とし､会長が召集

する｡ 

3． 総会の議長はその都度役員以外の会員の中から

選出する｡ 

4． 定期総会は 1 学期と 3 学期の年 2 回とする｡ 

(1) 1 学期の定期総会は前年度の活動報告及び収

支決算･監査報告並びに承認と､本年度の活動

計画及び収支予算の提案並びに議決､その他重

要な事項について審議を行う｡ 

(2) 3 学期の定期総会は次年度の役員及び会計監

査の選出､その他重要な事項について審議を行

う｡ 

5． 臨時総会は運営委員会が必要と認めた時､その他､

会員の 1/10 以上の要求があったとき開くこと

ができる｡ 

6． 総会は会員の現在数の 1/5 以上の出席がなけれ

ば､その議事を開き議決することができない｡た

だし､委任状をもって出席に代えることができ

る｡ 

7． 総会の議事は出席者の過半数でこれを決し､可否

同数の時は議長の決するところによる｡運営委員

会は次のとおりとする｡ 

1． 運営委員会は役員全員､各委員会委員長及び副委

員長並びに､校長､教頭をもって構成され､総会に

継ぐ議決機関である｡ 

2． 運営委員会は定例会または臨時会とし､会長が召

集し議長となる｡ 

3． 定例運営委員会は各集会及び各委員会から提案

された活動の細案及びそれに伴う予算配分を討

議し､また総会に提案する議案作成､その他の必

要な事項の処理を行う｡ 

4． 臨時運営委員会は会長が必要と認めたとき､また

は構成委員の 1/4 以上の要求があったときに開

くものとする｡ 

5． 運営委員会は構成員の 1/2 以上の出席がなけれ

ば､その議事を開き決議することができない｡ 

 

6． 運営委員会の議事は､出席者の過半数でこれを決

する｡ 

第26条 役員会は必要に応じて会長がこれを招集し会務を処理

するための執行機関である｡ 

第27条 委員会及び集会は次のとおりとする｡ 

1． 学級委員会は各学級委員をもって構成され､必要

のあるときは学級集会を開くことができる｡ 

2． 学級委員会には､同一学年または､全学年にわた

る拡大学級委員会を持つことができる｡ただし､

この場合原則として事前に運営委員会に連絡し

協議するものとする｡ 

3． 学年文化委員会は学年全般についての問題を検

討､討議し､生徒と会員の福利厚生と健康増進に

努め、研究会､講習会その他会員の教育･文化に

関する活動を行い､必要に応じて拡大学年文化

委員会又は学年集会をもつことができる｡ただ

し､この場合､原則として事前に運営委員会に連

絡､協議するものとする｡ 

4． 広報委員会は会員相互の理解を深めるために広

報に関する事項を行い､機関紙などの発行をす

る｡ 

5． 削除 

6． 地区委員会は各地区会員の相互連絡を目的とし､

地域における生徒の生活指導につとめる｡ 

7． 役員推薦委員会は､役員選出に関する一切の業務

を行う。特別委員会は､総会又は､運営委員会が必

要と認めたときにおくことができ､委員は会長が

これを委嘱し､任期はその任務が終わるまでとす

る 

 

第１０章 役員及び会計監査の選出 
第28条 総会において役員を選出するときは､役員推薦委員会

のもとに､その候補者を推薦させる｡ 

会計監査候補者は、原則として前年の副会長と会計と

する。但し、やむをえない場合はこの限りではない。 

第29条 役員推薦委員会の委員の選出等は細則で定める｡ 

第30条 役員推薦委員会の委員は､学級委員として任期を 1 年

間とする。 

 

第１１章 個人情報取り扱いに関する 

基本方針 

第31条 本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の

取得や利用、管理について「個人情報の取扱いに関す

る基本方針及び個人情報取扱方法」に定め、適正に運

用するものとする。 
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第１２章 細則 
第32条 この会の規約の施行又は運営に関して必要な細則は､

この規約に反しない限りにおいて運営委員会の議決に

よって定める｡運営委員会は細則を制定または改廃し

た場合は､その結果を次期総会に報告しなければなら

ない｡ 

第33条 この規約は､総会において出席者の 2/3 以上の賛同が

あれば改正することができる｡ただし､改正案は総会開

催の 1 週間前までに会員全員に知らせておかなければ

ならない｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細 則 

第１章 役員の選出及び就任 
第1条 役員の選出及び就任は次のとおりとする｡ 

1． 規約第 30 条による役員推薦委員会は次の方法

によって選出された委員をもって構成される｡ 

(1) 1､2 年生全会員の中から古江台 4 名､津雲台

4 名計 8 名を選出する。 

(2) 教職員の中から 1 名を選出する｡ 

2． 役員推薦委員会は互選により委員長､副委員長を

各１名選出する。 

3． 役員推薦委員会の委員は 4 月末までに選出され､

原則として 1 回限りとする。 

4． 役員推薦委員は役員並びに会計監査の候補にな

ることができない｡ 

5． 役員推薦委員会は会長より委嘱される｡ 

6． 役員推薦委員会は推薦する候補者の選定に当た

っては､その委員のみでなく､会員の推薦も受け

られるような方策を講じ､最善を尽くして事にあ

たるものとする｡ 

7． 役員推薦委員会は、役員候補者及び会計監査候補

者を､それを選出する総会の1週間前までに文書

で会員全員に告示する｡ 

8． 役員推薦委員会は､前項により告示する前に､被

推薦者の同意を得ておかなければならない｡ 

9． 候補者の追加推薦は､それを選出する総会におい

て一般会員からなすことができる｡その場合も前

項と同様とする｡ 

10． 役員､会計監査は総会において出席した会員の過

半数の同意により選出される｡ 

11． 役員、会計監査の任期は 4 月 1 日から翌年 3 月

31 日までとする｡ 

12． 教職員の役員については､職員会議で決定し､5

月総会で承認を得るものとする｡ 

13． 役員推薦委員が立候補する意思がある場合はそ

れを妨げない。その場合は、直ちに役員推薦委員

から除籍する。 

 

第2条 役員､会計監査に欠員を生じた時は､これを運営委員会

で決定することができる｡任期は前任者の残任期間と

する｡ 

 

第２章 委員の選出及び就任 
第3条  

1． 学級委員の選出は学級集会または学級会員の総

意が反映する方法で選出し､それぞれの学級委員

は協議のうえ､学年文化･地区･広報･役員推薦の
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各委員に属するものとする｡ 

2． 地区委員は､古江台・津雲台地区別に学級数×２

名を選出する｡ 

3.  学年文化委員は、学級数×２名を選出する 

４．  広報委員は、学級数×１名を選出する。 

          5.      補欠は、古江台・津雲台地区別に１・２年生は学  

         級数×２名、３年生は学級数×１名を選出する。 

    

    

第4条 広報委員は互選により､委員長､副委員長を各 1 名選出

する｡ 

第5条 削除 

第6条 地区委員は互選により､委員長､副委員長を各 1 名選出

する｡ 

第7条 各副委員長は委員長を補佐し必要に応じてそれを代行

する｡ 

第8条 １. 本部役員は､以後､学級委員を免除する｡又､各委員  

会の正副委員長は､以後、正副委員長を免除する｡ 

本部役員、正副委員長のいずれかは運営委員会に 

出席のこと。 

     2.  吹田市ＰＴＡ協議会広報部会で役員を務めたも 

のは、以後学級委員を免除する。この場合、役員 

とは部会長、副部会長、書記、会計を指す。      

第9条 特別委員会の委員を除く委員は､4月 30 日までに選出

し､任期は 1 年で原則として再任をしない｡前年度の委

員は次年度の委員を選出するまで､その任を負う｡ただ

し､第 3 学年の委員は年度末までとする｡ 

 

 

                        

             

付 則 

この規約及び細則は昭和 47 年 4 月 1 日から施行する｡ 

この規約は昭和 48 年 3 月一部改正する｡ 

この規約は昭和 49 年 5 月一部改正する｡ 

この規約及び細則は昭和 52 年 12 月一部改正する｡ 

この規約は昭和 55 年 4 月一部改正する｡ 

この規約は昭和 56 年 3 月一部改正する｡ 

この規約及び細則は昭和 57 年 3 月一部改正する｡ 

この細則は昭和 59 年 3 月一部改正する｡ 

この規約及び細則は昭和 61 年 3 月一部改正する｡ 

この規約は平成 2 年 3 月一部改正する｡ 

この規約及び細則は平成 6 年 3 月一部改正する｡ 

この規約及び細則は平成 11 年 2 月一部改正する｡ 

この規約及び細則は平成 14 年 3 月一部改正する｡ 

この規約及び細則第 2 章第 9 条は平成 16 年 2 月一部改正する｡ 

この規約及び細則第 2 章第 3 条は平成 21 年 2 月一部改正する｡ 

この規約及び細則、内規は平成 22 年 2 月一部改正する。 

この規約及び細則、内規は平成 23 年 2 月一部改正する。 

この規約及び細則第 1 章第 1 条は平成 25 年 6 月一部改正する｡ 

この規約は平成 26 年 2 月一部改正する｡ 

この内規は平成 26 年 11 月一部改正する｡ 

この規約及び細則、内規は平成 27 年 2 月一部改正する。 

この細則は平成 28 年 11 月一部改正する。 

この規約は平成 30 年 2 月一部改正する。 

この規約は平成 30 年１2 月一部改正する 

この細則は令和元年９月一部改正する。 
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内 規 

古江台中学校 PTA 慶弔内規 

平成 2２年 5 月現在 

 対  象 金  額 

死

亡 

教職員(実父母も含む) 

会員･生徒 
10,000 円 

  ＊PTA 会員に対して上記の内規を適用する｡ 

 

 ・香典を辞退された場合は、各地域の幼稚園、 

   または小学校と合わせる。（生花等） 

 生花等もない場合は弔旗を掲げる。 

 

 

学級委員選出規定内規(全学年共通) 

 

古江台中学校PTA規約細則第2章に基づき､委員の選出方法

を定めます｡変更の必要を運営委員会で認めた場合､改正いた

します｡ 

 

学級委員の選出について 

1. 子ども 1 人につき､1 回委員をしていただくことを原則と致し

ます｡但し、任期中、学級委員会の活動に全く協力的でなかった

場合は、委員経験として認められない場合があります。 

2. 在籍児童が複数名の場合､上の学年を優先いたします｡ 

3. 上の学年に在籍児童がいて､委員履歴のない方は､立候補できま

せん｡ 

4. 在籍する学年で委員選出の折には､全て｢くじ｣を引いていただ

きます｡ 

5. 欠席の場合は､代理人が｢くじ｣を引きます｡その場合は､委員が

あたったら､引き受けていただきます｡ 

6. やむを得ない事情により､どうしても委員を引き受けられない

方は､届出用紙に記入して提出いただくか､直接本部役員に申し

出てください｡免除については､全て自己申告とします｡基本的

に内容は氏名を伏せて公表します｡(但し､認められない場合も

あります) 

7. 免除理由の承認は､全会員が検討し､判断いたします｡承認され

た方は､原則 1 年間のみ有効とします｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選出順位 

全ての委員の立候補を優先する。 

古江台・津雲台地区別の選出（役員推薦、地区、補欠）を行い、その

後学年単位または学級単位の選出（学年文化、広報）を行う。 

 

立候補について 

立候補は､担当委員の選出を優先する｡ 

多数の場合は､じゃんけん･くじで決める｡ 

 

補欠について 

補欠は､じゃんけん･くじで順位を決め、各委員に欠員が生じた場合､

順位の若い方から着任する｡ 

 

通学区域の変更に伴う措置について 

本校ＰＴＡは青山台中学校ＰＴＡで役員或いは正副委員長を務めた

履歴を本校ＰＴＡで務めた場合と同じと認める。 

青山台中学校にて執行部（四役）を経験した者は学級委員を免除する。

ただし委員が不足する場合はその限りではない。 

 

 

本部役員内規 
 

卒業式の列席について 

永久免除対象の役員経験者（本部・市Ｐ役員）は最前列での参加が認

められる。ただし一家庭につき一人までとする。 

 

 

 

 

平成３０年１２月一部改正する 
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個人情報取扱方法について 

 

目 的 

第１条  この個人情報取扱方法は、古江台中学校ＰＴＡ（以下「本

会」）が取得・保有する個人情報の適正な取扱いを定めることにより、

事業の円滑な運営を図るとともに、個人情報に関する会員の権利・利

益を保護することを目的として制定する。 

 

指 針 

第２条  本会は個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、

個人情報保護法に則って運用管理を行い、活動において個人情報の保

護に努めるものとする。 

 

周 知 

第３条  本会において取得・保持する個人情報の取扱方法について

は、総会資料または通知など適宜の方法により会員に周知する。 

 

利用目的 

第４条  本会では個人情報を次の目的のために利用する。 

（１）会費請求、管理のための連絡 

（２）本会の事業に関する文書等の送付 

（３）本会役員・委員名簿等の作成 

（４）役員推薦活動及び地区委員活動のための連絡 

（５）委員選出 

（６）その他 PTA 活動に利用する 

 

個人情報の取得 

第５条  本会が取り扱う個人情報及びその利用の同意については、

ＰＴＡ会長宛に書面で提出された次の事項とする。 

（１） 氏名 

（２） 電話番号 

（３） 住所 

（４） 在学生の氏名・学年・クラス 

（５） その他必要とするもので同意を得た事項 

＊前項の規定にかかわらず、要配慮個人情報を収集する場合は、あら

かじめ別途本人の同意を得るものとする。 

 

同意の取り消し 

第６条  会員は、個人情報の取得に同意した場合であっても、その

後の事情により個別の事項・項目またはすべての事項・項目について、

その同意を取り消すことができる。 

不同意の申し出があった場合、本会は直ちに該当する個人情報を廃棄

または削除しなければならない。ただし、名簿等としてすでに配布し

ているものについては、削除を連絡することでこれに替える。 

 

 

 

管 理 

第７条  個人情報は、本会会長を管理責任者、本会役員を取扱者と

し、適正に管理する。 

不要となった個人情報は、適切かつ速やかに廃棄する。 

 

保 管 

第８条  個人情報データベースは、紙媒体は施錠保管、電子データ

はファイルにパスワードをかけるなど適切な状態で保管することと

する。 

 

第三者提供の制限 

第９条  本会は次に挙げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得

ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 

（１） 法令に基づく場合 

（２） 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場 

合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 

（３） 公衆衛生の向上または児童の健全育成の推進のために 

特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが

困難であるとき。 

（４） 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた 

者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する

必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより

当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

 

第三者提供に係る記録の作成等 

第 10 条  個人情報を第三者（第 9 条第１号から第４号の場合及

び県、市役所、区役所を除く）に提供したときは、次の項目について

記録を作成し保存する。。 

（１） 第三者の氏名 

（２） 提供する対象者の氏名 

（３） 提供する情報の項目 

（４） 対象者の同意を得ている旨 

 

第三者提供を受ける際の確認等 

第 11 条  第三者（第９条第１号から第４号の場合及び県、市役所、

区役所を除く）から個人情報の提供を受けるときは、次の項目につい

て記録を作成し保存する。。 

（1） 第三者の氏名第三者が個人情報を取得した経緯 

提供を受ける対象者の氏名 

（2） 提供を受ける情報の項目 

（3） 対象者の同意を得ている旨（事業者でない個人から提供   

を受ける場合は記録不要） 

（4） 特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが 

困難であるとき。 
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秘密保持義務 

第 12 条  本会会員は、職務上知ることができた個人情報をみだり

に他人に知らせる、又は不当な目的に使用してはならない。その地位

を退いた後も同様とする。 

 

情報開示等 

第１3 条  本会は、本人から、個人情報の開示、利用停止、追加、

削除を求められたときは、法令に沿ってこれに応じる。 

 

漏えい時等の対応 

第１4 条  個人情報データベースを漏えい等（紛失含む）したおそ

れがあることを把握した場合は、直ちに本会会長および役員に報告す

る。 

 

研修 

第１５条  本会は PTA 役員に対して、定期的に、個人情報の取扱

に関する留意事項について、研修を実施するものとする。 

 

附則 

本取扱方法は、平成３０年２月 22 日より施行する。 

なお、この取扱方法は法令の改正または実務上の不備が発生した場合

には、本会役員で協議・検討し、改定することができる。取扱方法を

改定した場合は、第３条に定める周知の方法をもって会員へ周知する

ものとする。 

 

平成３０年 7 月 9 日一部追加 

 



 

 

吹田市の教育 
  

本市においては、「吹田市教育ビジョン」を柱に据え、「今 吹田から 未来
あ す

の力を 生命
い の ち

かがやき と

もにつながり 未来
あ す

を拓く吹田の教育」を教育理念としています。その具現化に向け、小中一貫教育を

通して、学習活動や学校・園運営、地域連携等の改革に取り組み、「地域に根ざした質の高い公教育の

創造」に努め、次世代を担う子供たちに、困難に打ち克ってくじけない「学びに向かう力、人間性等」

「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」の調和の取れた「総合的人間力」をつけることをめざ

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権教育の推進について 
 教育委員会では、平成１５年（２００３年）２月に「人権教育を推進するための指針」を定め、その

中で一人ひとりの自尊感情を育み、多様な個性・価値観を認め合い、他者を思いやる人権感覚豊かな人

間性を培う教育の推進を掲げています。そして、自分や人を大切にする生き方を感覚として身につけて

いくために、学習によって次のような技能（スキル）を高めていくことを目標にしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吹田市教育ビジョン 

教育理念 

「今 吹田から 未来
あ す

の力を 生命
い の ち

かがやき ともにつながり 未来
あ す

を拓く吹田の教育」 

基本目標１ 基本目標２ 基本目標３ 

総合的人間力の形成 社会全体の教育力の向上 豊かな教育環境の創造 

～地域と協働し 

ともに歩む教育～ 

～夢と志を持ち、 

可能性に挑戦する力 

を育む教育～ 

～豊かな学びを 

支援する教育環境～ 

スキルアップ  誰もが身につけたい人権感覚 

こんなことできるようになりたいね！ 

・まずは、自分を好きになることから 

・相手の立場に立って考えること 

・自分の思いを相手にきちんと伝えること 

・解決するまでねばり強く取り組むこと 

・自分で決断し責任を持つこと 

・ものごとを公平にみること 

・ちがいを認め合いいい関係をつくること 
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  ＊吹田市立小学校～スクールガイド・入学案内・入学のしおり・入学説明会資料～ 
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